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議案番号 件      名 
提案課名 内      容 

 
議案第６９号 

 

三田市附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

 

政 策 課 

 

【改正趣旨】 

 市民病院における経営の現状と課題に関する事項等について調査審

議を行うため、附属機関として市民病院の継続的な経営に関する審議

会を設置するに当たり、当該条例の一部を改正しようとするもの。 

 

【改正内容】 

 第２条の表 

附属機関の

属する執行

機関 

附属機関の

名称 

担任事務 委員定数 任期 

市長 市民病院の

継続的な経

営に関する

審議会 

(1) 市民病院におけ

る経営の現状と課

題に関する事項に

ついての調査審議 

(2) 市民病院の経営

形態の見直しに関

する事項について

の調査審議 

９人以内 諮問 に 係 る

審議 が 終 了

するまで 

 

【施行期日】 

 公布の日 

 
 


